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独立行政法人森林総合研究所 平成２３年度計画

平成23年11月22日変更

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３０条第１項の規定に基づき、平

成２３年３月３１日付けをもって認可された独立行政法人森林総合研究所中期計画を達成

するため、同法第３１条の定めるところにより、次のとおり平成２３年度の業務運営に関

する計画を定める。

第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置

１ 研究開発の推進

「森林・林業再生プラン」や「公共建築物等木材利用促進法」など森林・林業政策上

の優先事項を踏まえ、以下のＡからＩまでに掲げる９課題を重点的に進める。また、研

究開発を支える基盤的な知識を集積するとともに、林木育種を積極的に推進するなどの

観点から林木等の遺伝資源の収集、保存及び配布並びに種苗等の生産及び配布を行う。

(1) 森林・林業の再生に向けた森林管理技術・作業体系と林業経営システムの開発

Ａ 地域に対応した多様な森林管理技術の開発

再造林の低コスト化のため、地拵えからコンテナ苗植栽までの一貫作業システム

の作業能率を明らかにするとともに、コンテナ苗植栽の活着・成長の実態を明らか

にする。また、間伐が遅れた林分の施業体系化に向けて、さまざまな林分の樹冠構

造の解析に基づいた個体レベルの樹冠モデルを開発する。

広葉樹林への誘導技術を高度化するため、林冠の制御等による天然更新促進技術

や、菌根菌感染苗等を利用した更新技術を開発する。また、人工林の蓄積推定で広

く行われている標準地調査法において、標準地の面積や形状の違いによる推定精度

を評価する。

Ｂ 国産材の安定供給のための新たな素材生産技術及び林業経営システムの開発

緩傾斜地における車両系の伐出コストを明らかにするため、東北地方を対象に森

林の状態、作業道の密度、伐出システム等から素材の生産性及びコストを把握する

手法を開発する。さらに、地域の立地条件等に配慮した生産システムを開発するた

め、北海道と四国を対象に調査を行う。

収穫予測システムの基礎となる森林簿の既存データを補完するため、樹冠情報か

ら林分の本数密度等を推定するとともに、スギ人工林の地位指数・樹高成長モデル

を開発する。また、林業経営モデルの現地適用可能性を評価するため、木造住宅着

工戸数に対応した木材供給量パターンと間伐材出材率の変化を組み合わせ、林業シ

ナリオを作成する。
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(2) 林業の再生に対応した木材及び木質資源の利用促進技術の開発

Ｃ 木材の需要拡大に向けた利用促進に係る技術の開発

間伐材の地中利用の拡大を図るため、地中打設可能な丸太の接合法を開発すると

ともに、地盤中での効果を明らかにする。人工乾燥材の品質向上のために、高温乾

燥における乾燥割れを抑制する処理条件や内部割れと強度・接合性能の関係を解明

する。

内装に用いられた地域材の香りや視覚要素の心理的・生理的特性を明らかにする

ため、これまでの研究成果に基づいて開発された木質材料を活用して建設されたモ

デル木造住宅における快適性を評価する。難燃処理木材を表面に後付けすることに

よる集成材への耐火性能付与技術を開発する。木質パネル類の屋外暴露を全国８か

所で実施したデータを解析し、木質パネル類の劣化に及ぼす因子を明らかにする。

厚物合板を主たる構造要素とする壁体の耐久性を検証するため、建築物施工中の雨

や完成後の事故的な漏水、浸水等の水漏れによる性能の変化について検証する。

Ｄ 新規需要の獲得に向けた木質バイオマスの総合利用技術の開発

林地残材を効率良く収集・運搬するため、素材生産と同時に発生する末木等の木

質バイオマスを破砕する機能を有するチッパー機能付きプロセッサ、木質バイオマ

スを圧縮する機能を搭載したバイオマス対応型フォワーダを開発するとともに、素

材生産と連携したバイオマス収集・運搬システムを開発する。また、木質バイオマ

スをエネルギーやマテリアルとして利用する技術を適切に組み合わせた木質バイオ

マス有効活用モデルの策定・評価を進める。

木質ペレットの高機能化を図るため、ペレット成型と熱処理を組み合わせて製造

したハイパー木質ペレットの大量製造を行い、試作したペレットを市販の燃焼機器

に適用する条件を明らかにする。また、林地残材の輸送コストの低減、前処理、糖

化・発酵工程の最適化、及び副産リグニンからの両親媒性リグニンの製造法の改良

によるコスト低減により、木質バイオエタノール生産コスト１００円／Ｌを目指す。

(3) 地球温暖化の防止、水源の涵養、国土の保全、生物多様性の保全等の森林の機能発
かん

揮に向けた研究

Ｅ 森林への温暖化影響評価の高度化と適応及び緩和技術の開発

炭素動態観測手法の精緻化のため、長期生態系モニタリングサイトとの連携によ

る東アジア地域フラックス観測態勢を確立し、観測技術や観測データの品質管理を

含めた技術的方法論をマニュアル化する。温暖化適応及び緩和技術の開発のため、

森林・林業・木材産業を対象とした統合モデルを用い、施策に応じた全国の人工林

を対象とした炭素蓄積量の変動予測を行う。

森林減少・森林劣化の評価手法と対策技術の開発のため、東南アジア地域のフタ

バガキ科樹種のＤＮＡレベルの識別を行い、種識別データベースを作成する。広域
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分布種について、特定地域識別のためのＤＮＡマーカーを開発する。東南アジア湿

地林について、住民による資源の持続的利用・管理の実態と政策等を分析し、持続

的森林管理・保全政策に必要な条件を明らかにする。

Ｆ 気候変動に対応した水資源保全と山地災害防止技術の開発

気候変動が水資源に与える影響評価のため、我が国の森林域における水資源賦存

量の現況把握を行う。水質の保全については、窒素飽和流域からの窒素流出抑制に

向けた森林管理指針策定のため、試験流域からの窒素流出機構を解明する。また、

メコン中・下流域の森林生態系基盤情報の整備に向けて、生態系観測データセット

を作成する。

根系の斜面補強機能の定量的評価のため、ヒノキ根系の分布特性を明らかにする

とともに、根の太さとせん断強度との関係を明らかにする。崩壊、地すべりの発生

予測精度向上のため、時系列の地表面データの比較解析に基づいて、前兆的な変形

現象がみられる斜面の抽出手法を開発する。クロマツ海岸林の再生及び広葉樹林化

に資するため、侵入広葉樹の生育実態を明らかにする。

Ｇ 森林の生物多様性の保全と評価・管理・利用技術の開発

シカの個体数管理に重要な捕獲後の有効活用体制の構築に資するため、捕獲から

解体に至るまでの衛生的な処理技術を開発し、技術指針を示す。また、希少種の脅

威となっている外来動物マングース根絶に向けて低密度下における残存個体群の探

索・制御技術を開発する。

皆伐と生物多様性の関係について、既存データを基に評価を行う。また、小笠原

の森林生態系の回復のために、乾性林（乾性立地に成立する森林）に侵入したモク

マオウの排除後の影響を評価し、在来生物相の適切な回復・管理方法の開発を行う。

さらに、熱帯地域の腐朽病害予防及び熱帯産きのこ類の有効利用技術開発のために、

多様性ホットスポットである半島マレーシア産きのこ類のＤＮＡバーコードによる

分類システムを開発する。

(4) 林木の新品種の開発と森林の生物機能の高度利用に向けた研究

Ｈ 高速育種等による林木の新品種の開発

検定の進捗状況等を踏まえ、概ね４０品種を目標として材質の優れたスギ品種等

の新品種を開発するとともに、エリートツリーの開発を推進するため、検定林デー

タの収集、候補木の選抜、人工交配等を進める。

林木育種の高速化を図るため、早期選抜に用いるＤＮＡマーカー開発に必要なス

ギのＤＮＡ情報及び表現型データの取得を進めるとともに、検定林におけるトレー

サビリティを可能にするシステムの構築を進める。また、林木育種の高速化に関す

る先進国等の事例を含めた育種技術情報の収集とその体系化及び活用を進める。マ

ツノザイセンチュウ抵抗性品種の適切な活用に向けて、当該抵抗性品種の後代林分
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の抵抗性を評価するため、構成木のＤＮＡ分析による父親鑑定等を行う。

温暖化適応策に資するスギ品種の開発に向け、全国規模の試験地を造成するため、

試験計画の策定及び苗木の育成等の準備を行う。加えて、耐風性に優れたテリハボ

クの品種開発に向け、台湾との国際共同研究において試料の収集、環境的適応性に

ついての検定を行う。

Ｉ 森林遺伝資源を活用した生物機能の解明と利用技術の開発

マツノザイセンチュウ被害により消失の危機にあるアカマツ遺伝資源を効果的に

保存するため、全国の天然集団から採取した試料を用いてＤＮＡ分析等を行い、地

理的な遺伝変異を解明する。

森林遺伝資源としての樹木に関する種識別の基盤となる保全・評価技術を開発す

るため、日本産樹木種の試料を収集し、ＤＮＡバーコード領域の塩基配列情報を集

積する。

環境ストレス耐性等を備えたスーパー樹木の開発に役立つスギ等樹木のゲノム情

報の充実を図り、スギ雄性不稔遺伝子に連鎖するＤＮＡマーカーの開発を行う。ユ

ーカリが保有する新たなアルミニウム無害化物質の構造を解明する。マツタケのゲ

ノム解読と宿主感染に関わる発現遺伝子の情報収集を行うとともに、きのこ栽培に

有用なＬＥＤ照明法を開発する。

バイオテクノロジーの育種への利用技術を開発するため、雄性不稔候補遺伝子を

導入した組換えスギの作出を進めるとともに、組織培養による機能性樹木(特殊な

機能を有する樹木）の再生条件を解明する。

(5) 研究基盤となる情報の収集・整備・活用の推進

各地の収穫試験地や固定試験地における森林の成長や動態のモニタリング、森林理

水試験施設等における水文や積雪等のモニタリングを継続する。また、森林に生息す

る各種菌類の探索・収集等を行い、得られた情報を公表する。各種標本の適切な保管

を行うとともに、新たに得られた木材標本を木材データベースに加え公開する。

(6) 林木等の遺伝資源の収集、保存及び配布並びに種苗等の生産及び配布

ア 林木遺伝資源の収集、保存及び配布

貴重な林木遺伝資源及び育種素材の確保のため、スギ等の育種素材として利用価

値の高いもの、ケショウヤナギ等の絶滅危惧種・天然記念物等で枯損の危機に瀕し

ているもの、その他森林を構成する多様な樹種について、概ね１，２００点を探索

・収集する。また、生息域内外における林木遺伝資源の適切かつ効率的な保存に努

め、増殖・保存した遺伝資源については、その特性の評価を行うとともに、配布に

活用する。

イ きのこ類等の遺伝資源の収集、保存及び配布

きのこ類等の遺伝資源について、概ね１００点を探索・収集し、増殖・保存及び
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その特性の評価を行う。

ウ 種苗等の生産及び配布

新品種等の種苗について、都道府県等の要望する期間内に全件数の９０％以上を

配布することを目標に、計画的な生産と適期配布に努める。

このほか、要請に応じて木材等の標本の生産及び配布を行う。

２ 水源林造成事業等の推進

(1) 水源林造成事業

ア 事業の重点化の実施

効果的な事業推進の観点から、新規契約については、２以上の都府県にわたる流

域等の重要な流域やダム等の上流など特に水源涵養機能の強化を図る重要性が高い
かん

流域内の箇所に限定する。

イ 事業の実施手法の高度化のための措置

ａ 公益的機能の高度発揮

水源涵養機能等の森林の有する公益的機能を持続的かつ高度に発揮させる観点
かん

から、新規契約については、広葉樹等の現地植生を活かした長伐期で、かつ主伐

時の伐採面積を縮小、分散化する施業方法に限定した契約とする。

また、既契約分については、現況等を踏まえつつ、長伐期施業、複数の樹冠層

へ誘導する複層林施業等に施業方法を見直す。

ｂ 期中評価の反映

期中評価結果を確実かつ早期に事業実施に反映させるため、評価を踏まえ作成

したチェックシートを活用し事業を実施する。

ｃ 搬出間伐と木材利用の推進

① 二酸化炭素の固定・貯蔵の促進等地球温暖化防止や循環型社会の形成等に資

する観点から、搬出間伐を推進する。

また、保安林の指定施業要件や契約相手方の同意など、列状間伐の実施に係

る条件整備を推進し、条件が整った箇所については、原則として、列状間伐を

実施する。

② 現場の地形や土質等の条件を踏まえて、急傾斜地における丸太組工法の法留

め工を含め、工法等を柔軟に選択しつつ、丈夫で簡易な路網の適切な整備を推

進する。

なお、その施工に当たっては間伐材の活用に努める。

ｄ 森林整備技術の高度化

① 森林施業のコスト削減、列状間伐、複層林施業及び丈夫で簡易な路網整備等

の技術について、職員及び造林者等を対象とした整備局毎の各検討会を年１回
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以上開催する。

② 事業に対する研究者等の指導・助言や事業地のフィールド活用などにより、

研究開発と連携した取組を推進する。

③ 森林農地整備センターの有する技術や施業を通じて地域の森林整備に貢献す

るため、水源林造成事業の契約地の周辺森林と一体的な路網整備や間伐等の推

進に努める。

ウ 事業内容等の広報推進

森林整備技術の普及・啓発に向け、各種の研究発表会等において２件以上発表す

る。

また、水源林造成事業に対する国民各層の理解の醸成のため、対外発表内容や事

業効果、効果事例、地域に貢献する活動等をウェブサイト(ホームページ）、広報誌

等により広報するとともに、平成２２年度分収造林契約実績のウェブサイトへの掲

載等事業実施の透明性を高めるため情報公開を推進する。

さらに、事業効果の情報提供を推進する観点から、引き続きモデル水源林におけ

るデータの蓄積を実施する。

エ 事業実施コストの構造改善

水源林造成事業については、「独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センタ

ーコスト構造改善プログラム」に基づき、施業方法の見直し等により更なる徹底し

た造林コストの縮減に取り組み、平成２３年度においては平成１９年度と比較して

１２％程度の総合的なコスト構造改善を推進する。

また、森林整備事業全体の動向を踏まえつつ作業工程を見直すなど公益的機能発

揮の確保に必要な森林施業のコストの削減に向けた取組を徹底する。

(2) 特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業

ア 計画的で的確な事業の実施

ａ 事業の計画的な実施

① 特定中山間保全整備事業については、平成２５年度中の事業完了に向け、２

区域の進捗を図る。

② 農用地総合整備事業については、平成２４年度中の事業完了に向け、１区域

の進捗を図る。

③ 事業を計画的に実施する観点から、区域ごとに、関係地方公共団体等に対し、

事業実施状況の説明等を１回以上実施する。

ｂ 期中評価の反映

期中評価結果を計画に確実に反映させるため、事業関係者の意向把握に努めつ

つ、評価結果を反映した事業の推進に努める。

イ 事業の実施手法の高度化のための措置
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全区域の完了に向けた事業規模の縮小に対応しつつ、残事業において以下の取組

を実施する。

ａ 環境の保全及び地域資源の活用に配慮した事業の実施

① 必要に応じ有識者等の助言を受ける機会を設け、環境調査や地域の環境特性

に対応した保全対策を実施する。

② 二酸化炭素の固定・貯蔵の促進等地球温暖化防止に資する観点から、木材利

用に努める。

③ 資源の有効利用の観点から、建設副産物等の再生材の利用を行うなどの取組

を実施する。

ｂ 新技術・新工法の採用

① 事業の高度化を一層推進する手段として、農林水産省新技術導入推進農業農

村整備事業（以下「新技術導入事業」という。）等に登録されている新技術・

新工法の導入に努める。

② 施設に対する愛着心の醸成と良好な維持管理に資する観点から地元説明会を

実施するとともに、農家・地域住民等参加型直営施工工事の推進に努める。

ウ 事業実施コストの構造改善

特定中山間保全整備事業及び農用地総合整備事業については、「独立行政法人森

林総合研究所森林農地整備センターコスト構造改善プログラム」に基づき、計画・

設計・施工・調達の最適化等によるコストの縮減に取り組み、平成２３年度におい

ては平成１９年度と比較して１２％程度の総合的なコスト構造改善を推進する。

(3) 廃止・完了後の事業に係る債権債務管理､その他の債権債務及び緑資源幹線林道の

保全管理業務の実施

ア 債権債務管理業務等の実施

平成１９年度末までに独立行政法人緑資源機構（以下「機構」という。）が行っ

た林道の開設又は改良事業の賦課金及び負担金に係る債権債務、特定中山間保全整

備事業等の負担金等に係る債権債務及びＮＴＴ－Ａ資金に係る債権債務について、

徴収及び償還等の業務を確実に行う。

イ 保全管理業務の実施

機構の廃止前に着手された林道で移管が終了していない箇所について、地方公共

団体への移管等を円滑に推進するため、関係地方公共団体との連絡調整を図りつつ、

必要な維持、修繕その他の管理を着実に実施する。

３ 行政機関、他の研究機関等との連携及び産学官連携・協力の強化

国、他の研究機関、都道府県、大学、民間企業等との適切な連携・協力を進め、産学

官連携を強化しつつ効率的な研究開発の実施及び成果の利活用の促進に努める。
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産学官連携に係るウェブサイトの掲載内容の拡充を図る。

自然災害や森林被害等への緊急対応のほか、喫緊の課題となっている森林・林業の再

生をはじめとする重要な森林・林業政策に対応するため、行政機関等への技術情報の提

供を行うとともに、行政機関が主催する各種委員会等へ専門家の派遣を行う。

国等の策定する規格、基準等について、関係する委員会等への参加及びデータの積極

的な提供により研究開発の成果の活用に努める。

受託研究、委託研究、共同研究、客員研究員制度等により、国、他の独立行政法人、

都道府県、大学、民間企業等との連携・協力を進め、効率的な研究開発の実施及び成果

の利活用の促進に努める。

森林管理局・署が主催する会議や現地検討会への出席のほか、意見・情報交換会の実

施、国有林野内に設置された試験地・検定林等における試験調査、森林管理局が行う技

術開発への協力等を通じて国有林野事業との連携を強化する。

林業研究開発推進ブロック会議、林木育種推進地区協議会等を通じて、地域又は全国

的に取り組むべき課題について協議し、各々の役割分担等を図るとともに、公立林業試

験研究機関等に対し必要な技術指導を行うことなどにより、連携・協力関係を強化する。

４ 成果の公表及び普及の促進

(1) 成果の公表及び広報

研究開発の成果等を研究報告、広報誌等の印刷物、研究所（独立行政法人森林総合

研究所をいう。以下同じ。）のウェブサイト、マスコミ等の様々な広報手段を活用し、

効率的かつ効果的な広報活動を推進する。また、国際森林年のテーマに合わせた公開

講演会をはじめ、一般市民、自治体、各種団体等との連携やネットワーク作りを通じ

て、国民との双方向コミュニケーションに努める。

国内学会、国際学会、シンポジウム等に参加して研究開発の成果の発表を積極的に

行う。

研究者一人当たりの論文発表数は年平均１．０報を上回るよう努める。

(2) 成果の利活用の促進

普及可能な技術情報は、マニュアル、データベース等により公表し、積極的に森林

所有者、関係業界等への利活用の促進を図る。

自治体、各種団体主催のイベントや展示施設等を活用して、成果の紹介や利活用を

促進する。

知的所有権については、目的に応じた取得に努め、効率的な維持管理を図るととも

に、ウェブサイト、各種展示会等を通じて情報提供し、その利活用の促進に努める。

５ 専門分野を活かしたその他の社会貢献
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(1) 分析及び鑑定

民間、行政機関等からの依頼に応じ、研究所の有する専門的知識が必要とされる林

業用種子の発芽鑑定、木質材料の耐久性試験、木材の鑑定等を行う。

(2) 講習及び指導

研究成果を活用した講習の実施、国、都道府県、団体等が主催する講習会等への講

師の派遣、情報の提供等を積極的に行うとともに、これらの機関から若手研究者等を

研修生として受入れ、研究者としての人材育成・資質向上に寄与する。

海外研究機関等からの研究者を研修生として受け入れることにより、人材育成に寄

与する。

新品種等の利用を促進するため、都道府県等に対し、採種（穂）園の造成・改良技

術等の林木育種技術について、各種協議会等における指導を行うとともに、講習会を

合計２０回を目標に開催する。

(3) 国際機関、学会等への協力

我が国を代表する森林に関する総合的研究を行う機関として、国際機関の専門家会

合及び国内外の学会等に専門家を派遣する。

政府の行う科学技術に関する国際協力・交流に協力する｡

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

１ 効率化目標の設定等

(1) 効率化目標

ア 研究開発

人件費を除く運営費交付金予算で行う業務（新規に追加されるもの、拡充分等を

除く。）については、業務の見直し及び効率化を進め、平成２２年度予算比で、一

般管理費の３％及び業務経費の１％の合計に相当する額の削減を行う。

イ 水源林造成事業等

業務運営の効率化を図り、平成２２年度経費と比較して、一般管理費については

３％、人件費については１１％、事業費については１１％削減する。

(2) 給与水準

給与水準については、国家公務員の水準となるよう取り組むとともに、検証結果や

取組状況を公表する。

(3) 総人件費

総人件費については、平成１７年度と比較して、研究所の人件費（退職金及び福

利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに非常勤役職員給与及び人事院勧告

を踏まえた給与改定部分等を除く。）について６％以上の削減を行うとともに、「公

務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成２２年１１月１日閣議決定）に基
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づき、政府における総人件費削減の取組及び今後進められる独立行政法人制度の抜

本見直しの一環として、厳しく見直しを行う。また、人件費の５％以上の削減を達

成した機構から承継した職員に係る人件費については、「廃止等を行う独立行政法

人の職員の受入に協力する独立行政法人等に係る人件費一律削減措置の取扱い」（平

成２０年６月９日付け行政改革推進本部事務局他から各府省担当官あて通知文書）

に基づき、総人件費改革の対象外とする。

なお、以下の常勤の職員に係る人件費は、総人件費改革の削減対象から除く。

① 競争的資金、受託研究資金又は共同研究のための民間からの外部資金により

雇用される任期付職員

② 任期付研究者のうち、国からの委託費及び補助金により雇用される者及び運

営費交付金により雇用される国策上重要な研究課題（第三期科学技術基本計画

（平成１８年３月２８日閣議決定）において指定されている戦略重点科学技術

をいう。）に従事する者並びに若手研究者（平成１７年度末において３７歳以

下の研究者をいう。）

２ 資源の効率的利用及び充実・高度化

(1) 組織等

試験林については、研究課題の変更や完了に際し、継続して存置する必要性を検討

し、計画的に設置箇所の見直しを行うよう、データベースの整備を図る。

事務・事業の効率化及び経費の削減の観点から、森林農地整備センター本部及び関

東整備局については、本所と統合した場合と他へ移転した場合とを比較検討し、移転

・共有化を可能な限り早期に実施する。

また、水源林整備事務所については、整備局への統合・集約化による縮減及び支所

等の施設との共用化を検討する。

(2) 保有資産

保有資産については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成２２

年１２月７日閣議決定）に基づき、引き続き、その保有の必要性について不断に見直

しを行い、法人が保有し続ける必要がないと認められるものは、支障のない限り、国

への返納等を行う。

連光寺実験林（東京都多摩市）、島津実験林（京都市伏見区）及び宇治見実験林（京

都市伏見区）については、当該実験林における試験調査等の早期終了、別の試験地の

確保並びに隣接所有者との調整等、所要の措置の検討を進める。

共同研究等による連携・協力を進め、研究施設・設備の効率的な活用を図る。

施設及び設備・機械のメンテナンスについては、アウトソーシングを行う。

奈良水源林整備事務所（奈良市）については、(1)の水源林整備事務所に係る検討
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を行い、また、建物の老朽化をも考慮しつつ国への返納措置又は売却を検討する。

保有する職員宿舎のうち、成宗分室（杉並区）及び職員共同住宅（盛岡市）につい

ては、平成２３年度中に国への返納措置を行う。

書類倉庫として活用しているいずみ倉庫（福島市）については、地価及び賃貸料の

動向等の費用対効果を踏まえ、国への返納措置又は売却を検討する。

(3) 職員の資質向上

研究職員については、学位の取得に配慮しながら国内外の大学等への留学及び研究

交流、各種研修への参加等、意欲向上、能力の啓発及び資質の向上を図る。

法令等で資格や特別教育等を必要とする業務については、業務に応じて必要な資格

やそのための研修等特別教育の情報を周知するなどの取組を通じ、必要な資格取得等

に努める。

職員の法令遵守に資するため外部有識者を含めたコンプライアンス委員会を開催す

るほか、役職員への周知・徹底を図る。

男女共同参画の推進および女性研究者の活躍促進に向けた両立支援の充実のため、

男女共同参画事業の推進に努める。

３ 契約の点検・見直し

他の独立行政法人の事例等も参考に、随意契約の見直しを更に行うと共に、一者応札

・応募となっている入札についても引き続き原因の分析を行い縮減の対応を図る。

「随意契約の見直し計画」の実施状況を公表するとともに、密接な関係にあると考え

られる法人との契約に当たっては、一層の透明性の確保を追求し、幅広く業者が応募で

きるよう仕様等の検討を行い、契約の実施状況についても引き続き公表を行う。

入札・契約事務の適正な実施について、外部有識者を含めた契約監視委員会及び入札

監視委員会並びに監事及び会計監査人によるチェックを受ける。

監事及び会計監査人との連携強化、監査従事職員の資質の向上のための研修を行うな

ど、内部監査体制を整備し、その機能の強化を図る。

４ 内部統制の充実・強化

リスク管理活動などの取組において、ＰＤＣＡサイクルを有効に機能させるなど、全

所的な内部統制の充実・強化を図る。

５ 効率的・効果的な評価の実施及び活用

外部専門家・有識者による研究評議会を開催して、外部からの意見を聴取し、それら

を研究所の運営に適切に反映させる。

研究開発業務に関する課題ごとの自己評価に当たっては、外部専門家を含む公正な評
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価を行う。

研究職員の意欲向上及び自己啓発を目的として、研究職員の業績評価を多面的な方向

から行うとともに、評価結果を資源の配分、処遇等へ適切に反映させる。

一般職員等については、組織の活性化と実績の向上を図る等の観点から、国が実施す

る評価制度に準じた評価を実施する。

第３ 財務内容の改善に関する事項

１ 研究開発

(1) 業務の効率化を反映した予算の作成及び運営

中期計画に基づき、業務の効率化を進め、確実な経費の削減を図るなど、適切な運

営に努める。

(2) 自己収入の拡大に向けた取組

研究活動の活性化及び研究成果の質の向上を図るため、積極的に競争的資金、委託

プロジェクト等の獲得に努める。業務の目的を踏まえつつ、受益者負担の適正化、寄

附金等による自己収入の確保に努める。特に、種苗の配布については、優良種苗の普

及及び都道府県のニーズに配慮しつつ、配布価格を引き上げる。

特許の権利維持に当たっては、権利を保有する目的を明確にした上で、当該目的を

踏まえつつ、権利維持見直しを行い保有コストの低減を図るとともに、技術移転活動

の活性化に努める。

２ 水源林造成事業等

(1) 長期借入金等の着実な償還

コスト縮減、資金の有効活用等適切な業務運営を行いつつ、長期借入金等を確実に

償還する。

なお、木材価格等に関する統計資料等を参考に、分収造林契約に基づく将来の造林

木販売収入を見積もるなど、長期借入金等に係る事業の収支バランスに係る試算を見

直す。

(2) 業務の効率化を反映した予算の作成及び運営

中期計画に基づき、業務の効率化を進め確実な経費の削減を図るなど、適切な運営

を行う。

３ 予算

(1) 研究開発

（研究・育種勘定） （単位：百万円）
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区 分 金 額

収 入

運営費交付金 １０，００６

施設整備費補助金 ２，２４２

受託収入 １，５０７

諸収入 ８０

計 １３，８３５

支 出

人件費 ７，３１５

業務経費 １，８５０

研究・育種業務経費 １，６０８

東日本大震災復旧・復興研究・育種業務経費 ２４１

一般管理費 ９２２

施設整備費 ２，２４２

研究･育種施設整備費 ２３２

東日本大震災復旧・復興研究・育種施設整備費 ２，０１０

受託経費 １，５０７

計 １３，８３５

（注）百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致し

ないものがある。

(2) 水源林造成事業等

(水源林勘定) (単位：百万円)

区 分 金 額

収 入

国庫補助金 １３，７６６

政府補給金 ２８

政府出資金 １０，７８０

長期借入金 ６，７００

業務収入 ２７２

業務外収入 １７５

計 ３１，７２１

支 出

業務経費 １０，０２５
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造林事業関係経費 ７，９７４

特定地域等整備事業関係経費 ４９

東日本大震災復旧・復興水源林業務経費 ２，００２

借入金等償還 １３，６３８

支払利息 ４，２４５

一般管理費 ４０２

人件費 ３，２６０

業務外支出 ２０

計 ３１，５９０

（注１）百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致

しないものがある。

（注２）収入の金額が予算に比して増加するときは、その増加する金額を

限度として当該収入に対応する業務に直接必要な経費の支出に充て

ることができる。

(特定地域整備等勘定) (単位：百万円)

区 分 金 額

収 入

国庫補助金 ４，３４５

政府交付金 ３７８

長期借入金 ３００

業務収入 １８，５７９

業務外収入 １５５

計 ２３，７５７

支 出

業務経費 ４，６７９

特定地域等整備事業関係経費 ４，１６７

林道事業関係経費 ５１２

借入金等償還 １３，６５６

支払利息 ２，７６９

一般管理費 ３０３

人件費 ９２５

業務外支出 １，４８１

計 ２３，８１２

（注１）百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致
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しないものがある。

（注２）収入の金額が予算に比して増加するときは、その増加する金額を

限度として当該収入に対応する業務に直接必要な経費の支出に充て

ることができる。

４ 収支計画

(1) 研究開発

（研究・育種勘定） （単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 １１，４１５

経常費用 １１，４１５

人件費 ７，３１５

業務経費 １，４８８

一般管理費 ８６２

受託経費 １，５０７

減価償却費 ２４４

財務費用 ０

臨時損失 ０

収益の部 １１，４１５

運営費交付金収益 ９，５８４

受託収入 １，５０７

諸収入 ８０

資産見返運営費交付金戻入 ２４４

資産見返物品受贈額戻入 ０

臨時利益 ０

純利益 ０

前期中期目標期間繰越積立金取崩額 ０

総利益 ０

（注）百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致し

ないものがある。

(2) 水源林造成事業等
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（水源林勘定） （単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 ３，８１２

経常費用 ３，８１２

分収造林原価 ６５

販売・解約事務費 １８３

一般管理費 ２３５

人件費 ４９０

財務費用 ２，８３９

雑損 ０

収益の部 ３，９９５

経常収益 ３，９９５

分収造林収入 ７３

販売・解約事務費収入 １８３

資産見返補助金等戻入 ３

国庫補助金等収益 ３，５３２

財務収益 ２９

雑益 １７４

純利益 １８３

前期中期目標期間繰越積立金取崩額 ０

総利益 １８３

（注）百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致し

ないものがある。

（特定地域整備等勘定） （単位：百万円）

区 分 金 額

費用の部 １３５，３６２

経常費用 １３５，３５４

譲渡原価 １３２，２１１

一般管理費 １２８

人件費 ２５１
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財務費用 ２，６９３

雑損 ７１

臨時損失 ８

収益の部 １３５，４３４

経常収益 １３５，４３４

割賦譲渡収入 ３２，４５２

資産見返補助金等戻入 ９９，７５９

国庫補助金等収益 ３７７

割賦利息収入 ２，８００

財務収益 １３

雑益 ３３

臨時利益 ０

純利益 ７２

前期中期目標期間繰越積立金取崩額 １９８

総利益 ２７１

（注）百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致し

ないものがある。

５ 資金計画

(1) 研究開発

（研究・育種勘定） （単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 １３，８３５

業務活動による支出 １０，８５５

投資活動による支出 ２，９８０

財務活動による支出 ０

翌年度への繰越金 ０

資金収入 １３，８３５

業務活動による収入 １１，５９３

運営費交付金による収入 １０，００６

受託収入 １，５０７
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その他の収入 ８０

投資活動による収入 ２，２４２

施設整備費補助金による収入 ２，２４２

その他の収入 ０

財務活動による収入 ０

前年度からの繰越 ０

（注）百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致し

ないものがある。

(2) 水源林造成事業等

（水源林勘定） （単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 ３８，９６１

業務活動による支出 １７，９５５

投資活動による支出 ３，２００

財務活動による支出 １３，６３８

次年度への繰越 ４，１６９

資金収入 ３８，９６１

業務活動による収入 １４，２４１

補助金収入 １３，７６６

政府補給金収入 ２８

収穫等収入 ２５７

その他の収入 １９０

投資活動による収入 ３，２００

財務活動による収入 １７，４８０

前期中期目標期間からの繰越金 ４，０４１

（注）百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致し

ないものがある。

（特定地域整備等勘定） （単位：百万円）

区 分 金 額

資金支出 ４６，２８９



- 19 -

業務活動による支出 １０，３６７

投資活動による支出 １４，０００

財務活動による支出 １５，１５６

次年度への繰越 ６，７６５

資金収入 ４６，２８９

業務活動による収入 ２３，４３２

補助金収入 ４，３４５

政府交付金収入 ３７８

負担金・賦課金収入 １５，８６４

その他の収入 ２，８４６

投資活動による収入 １４，５２４

財務活動による収入 １，８００

前期中期目標期間からの繰越金 ６，５３２

（注）百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致し

ないものがある。

第４ 短期借入金の限度額

(1) 研究開発

１３億円

（想定される理由）

運営費交付金の受入の遅延等に対応するため

(2) 水源林造成事業等

３６億円

（想定される理由）

・借入金の償還（元金均等半年賦）とその財源となる負担金等の徴収（元利均等年

賦）の制度差に起因する一時的な資金不足

・その他一時的な資金不足

第５ 不要財産の処分及び不要財産以外の重要な財産の譲渡に関する計画

１ 不要財産の処分に関する計画

水源林造成事業等に係る以下の不要財産については、平成２３年度中に行う当該施設

の廃止後、速やかに、現物納付により国庫納付を行う。また、その他の保有資産につい

ても、事業の縮小に伴う処分や借り上げとの費用対効果等を含めその必要性について検
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討する。

成宗分室（杉並区）

職員共同住宅（盛岡市）

青山分室（盛岡市）

書類倉庫（盛岡市）

２ 不要財産以外の重要な財産の譲渡に関する計画

水源林造成事業等における分収造林契約等に基づく主伐及び間伐のための立木の販

売、公共事業等の実施に伴い支障となる立木の販売を計画する。

（計画対象面積の上限） １８，０００ha

第６ 剰余金の使途

１ 研究・育種勘定

剰余金は、研究等機材及び施設の充実を図るための経費に充てる。

２ 水源林勘定

剰余金は、借入金利息及び債券利息に充てる。

３ 特定地域整備等勘定

剰余金は、経費節減・負担軽減を図る業務及び人材育成に係る経費に充てる。

第７ その他農林水産省令で定める業務運営に関する事項

１ 施設及び設備に関する計画

（単位：百万円）

施設・設備の内容 予定額

研究本館北棟設備改修（本所）

研究本館他空調設備改修（関西支所）

Ｆ２世代開発推進交雑温室改修（林木育種センター）

特別高圧受変電所設備の建屋修復・設備更新（本所）

構内温水配管の修復（本所）

熱帯温室の修復（林木育種センター）

非常用発電設備の整備（林木育種センター）

研究本館暖房設備(ボイラー）、各室配備のラジュエーター・

配管類並びに浄化槽の改修（東北支所）

非常用発電装置の整備（東北支所） ２，２４２
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構内引き込み及び各施設配電用電力線の修復（東北育種場）

非常用発電装置の整備（東北育種場）

森林内における放射性物質の測定設備の整備に伴う作業者の

安全性の確保に必要な施設等の整備（本所）

２ 人事に関する計画

(1) 人員計画

ア 研究開発

研究開発業務の効率的かつ効果的な推進を行うため、職員の重点配置等を行うこ

ととし、特に産学官連携推進に配慮する。

管理部門の効率化に伴う適切な要員配置に努める。

イ 水源林造成事業等

事業の見直し、組織の再編・統廃合、雇用確保対策及び業務運営の簡素化・効率

化による職員の適切な人事等を推進する。

(2) 人材の確保

研究職員の採用については、広く公募等により研究開発の推進に必要な優れた人材

を確保するよう努める。

３ 環境対策・安全管理の推進

「放射線障害予防規程」、「森林総合研究所環境配慮基本方針」及び「エネルギーの使

用の合理化に関する法律」等に基づき、環境対策、省エネ対策及び安全管理を推進する。

省エネルギー・省資源・廃棄物削減に係る年度目標（数値目標）を設定し、ＰＤＣＡ

サイクルを活かした、評価、改善策の検討等を行うことにより、更なる環境負荷の低減

に努める。

環境配慮等に関する国民の理解を深めるために、研究及び事業活動に係る環境報告書

を作成・公表する。

老朽設備を省エネ型の機器に改修し、効果的な運転を行うとともに省エネを図る。

薬品等の適正使用・適正管理を推進するため、薬品等の化学物質の取り扱いについて、

研修や講習を通じて、事故・災害・環境汚染の未然防止に努める。また、不用薬品、不

用物品等を計画的に適正処分する。

森林農地整備センターにおける安全衛生に係る取組を実施する。

４ 情報の公開と保護

研究所の諸活動の社会への説明責任を的確に果たすため、文書資料の電子管理の充実

を図り、情報公開業務の適正かつ迅速な対応に努める。
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個人情報の保護に関して、職員へ更なる周知・啓発を図り、情報管理を行い、情報の

公表と保護について、適切な処理に努める。

また、情報セキュリティポリシーに沿った対策を推進するため、実施基準等を整備す

るとともに、役職員向けの分かり易いハンドブックの作成、定期的な教育、研修を実施

する。

５ 積立金の処分

(1) 研究・育種勘定

前期中期目標期間繰越積立金は、前期中期目標期間中に自己収入財源で取得し、当

期中期目標期間へ繰り越した有形固定資産の減価償却に要する費用等及び東日本大震

災の影響により前期中期目標期間において費用化できず当期中期目標期間に繰り越さ

ざるを得ない契約費用に充当する。

(2) 水源林勘定

前期中期目標期間繰越積立金は、借入金利息及び債券利息に充当する。

(3) 特定地域整備等勘定

前期中期目標期間繰越積立金は、負担金等の徴収及び長期借入金若しくは債券の償

還に要する費用に充当する。

６ 翌年度以降にわたる債務負担に関する事項

特定地域整備等勘定 １，９４５百万円 ３年


